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高齢者が増え続材、 医療費が智大する中、国の方針として病院の病床を減らしを宅で療養する方向性が

明確にされているその時に、録灸飾として私達がいったい何ができるのか。

f地滋健康作りJの領域において、 r~j君主E症の予防j あるいは f認知症の方々と共に暮らぜる町づく り J

に貢献できる道の可能性について、きっかけになれば幸いである。

介護、医療分野と連携するためには、地域iO)ケアマネージャーや地域包括ケアセンターの方と仲良くなる

ことが非常に重要になる。

また平成27年度の大幅な制度改正で、 要支援 し 2の方を国から市町村の保険者の判断で支緩できるよう

になるとき現在予防施策を模索している中、しっかり納得のいく理由を伝えれば、銀灸を介護予防分野に

取り入れられる可能性がでてきている。

65歳以上の15%、約462万人が認知症で、認知症になる可能性がある軽度認知選蓄の高齢者ち釣400万

人いるとf宣言↑。65歳以上の4人に1人が認知症とその予信重となる計算。

翠塑益金症l!

中緩症状とは、記憶遺蓄、見当議鐙蓄などをいい、 現状では治らないが認知症であるかどう力、の剖面は

できる。(長谷川式、ミ二メンタルステー ト検査など)

周辺症状とは、知的責Eカの低下によって起こる精神症状や問題行動をいい、 記憶障害などによる混乱が

原因とされる。言判査する検査評価基準はないが、ストレスにより発現し、介護を遣しく負担を大きくして

いる。周辺症状の緩和は、ス トレスからの開放であり、介護する{恥負担ち軽くなる。

録灸を予防の分野で活用するために、草案過銀法導入に当つての 4つのポイン卜

①安全 ・安心②誰でちが受けやすい ③簡便である @再現性力清い

i雲冶錦亭r-r Iて亘書待で芳三E蔚I占

-治療後の直後効果があり継続'1-生がある。

-介護者の言うことを拒否されていた方ち素直になる。

・他の方と会話が増え、和やかな雰囲気になる。

-動作が阜くなる。

・震のコリ、華霊い設定、自がかすむ、頭が重いといった不定主主訴が祭治される。

-不活発であった表情 ・活動が活発になり、意欲が向上し、今までしなかったことをするようになる。



i察遺銭の快い皮盾刺激が、抹消a譲器・ 行動面・ 心理面のストレスを和らげる。

東京都健康長寿医療センターの堀田晴美氏が皮虐への摩擦力噛血流の望書加を促すという体性・自立神

経反射を、国際医療福祉大学の黒海美枝子氏が首中への軽微な摩擦刺濠がドーパミンの分泌を促すこと

を報告されている。(研修委員会委員近藤定明)

報告②: r社会保障請 -Jt!!主主包括ケアシステムについてーj

議録: (公社)大阪介護支援専門員協 会 会長涜田 平日則先生

社会保鐙制度とは、社会保験、公的扶劫、社会福祉、保健・医療で橿成されているが、今回lま 『社会保

障改革と介護保険制度改革・報誌改定J という雲~~があり 、 主に社会保険の申の介護保険制度改正につい

ての内容であった。

平成9年12月介護保険法が成立し、平成12年4月から実施された介護保険制度は、 3年ごとに介護報訓の

改定があることや、市町村lま3年を1期 {平成17年までは5年を1期)とする介護保険事業計百を策定し、3

年ごとに晃重しを行うことから、 3年が1つのザイクルとなっている。これまでに4回の介護報酬の改定を

経て、現在は平成24年から第5見高であり、各市町村は27年度の改正に向けて審議!こ入っている。

今回の介護保険制度改正の主な内容は、

1.Jt!!I.或包括ケアシステムの緒築

(高齢者カt住み慣れた地域で、個々の状況や変化に応じて生活を継続てきるように、医療・ 介護・生活

等、様々な支援が継続的かつ包括的に提供される仕組み)

ザービスの充実:昭或包括ケアシステム耐震築に向けた地滋支援事業の充実

①在宅医療・ 介護連携の2董進

{介護保険法の地滋支援事業に位置づ材、市町村が主体で地区医師会と違携しつつ取り組む)

②認知症施策の挺進

{認庄日症になってち本人の意思が尊重され、 出来るだ~t住み慣れた地域で暮らゼるを会の実現)

③地域ケア会議制藍進

{行政礎票をはじめ医療関係者、 民生委員など泡~の関係者から織成される会議体}

@生活支援ザーピスの充実・強化

(ボランティア、NPO、民間企業など多様な生活支援サービスの提供と、高齢者の社会参加を

促し、多様な生活支援を市町村ヵワ〈ックアップ}

重点化・効率化

①全国一律の予防給付 (訪問介護・通所介護)を市町村力電取り組む他主義支援事業に段階的に移行し、

多様化することで、効果的 ・効率化な事業を実施。

平成24年度に導入した介護予防・ 日常生活支援総合事業を発展的に見直し、市町村単位で実施。

②特別養護老人ホーム保線入所者を、原則、 要介護3以上に限定 (既入所者は除く)ただし、要介

護1，2でも一定の場合には入所司書E。

2.費用負担の公平化

低所得者の保険制軽減を充実

重点化・効率化

① 一定以上の所得のある車問者の自己負担を引き上げ。

② 低所得の施設利用者の食事・居住震を補1冥する 『補足給付Jの要件に資産などを追加。

(研修委員 吉ヨ亮子)


